
「都市農業の振興に関する検討会」開催要領

１ 趣 旨

都市農業・都市農地は、新鮮で安全な農産物の供給、身近な農業体験の場

の提供、防災空間や心安らぐ緑地空間の提供など多様な役割を果たしており、

都市住民の間でも、こうした役割への期待が高まっている。また、都市政策

に関する検討においても、都市農地を都市政策の面からも積極的に評価すべ

きとの考え方が示されているところである。

このような状況を踏まえ、農業政策の観点から、都市農業の振興や都市農

地の保全に関する施策の在り方について幅広い視点で検討を進めるため、有

識者、関係者等からなる検討会を設置する。

２ 構成員

(1) 委員は、別紙に掲げる学識経験者等をもって構成する。

(2) 検討会には、オブザーバーとして国土交通省等他省庁の職員の出席を求

めることができることとする。また、必要に応じ委員以外の関係者の参加

を求め、説明及び意見の聴取を行うことができることとする。

３ 運 営

(1) 検討会の議事運営は座長が行う。座長は、委員の互選により選任する。

座長は座長代理を指名することができる。

(2) 検討会は公開とする。ただし、検討会の運営に著しい支障があると認め

られる場合には、座長は検討会に諮って、非公開とすることができる。

また、議事要旨等は原則として公開するものとする。

(3) 検討会に関する庶務は、農村振興局都市農村交流課において行う。


